
参考様式第１－２７号                             

公的義務履行に関する説明書 

 

第１ 労働関係法令の遵守 

労働保険料（適用事業所のみ） 

第２ 社会保険関係法令の遵守 

１ 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合 

健康保険・厚生年金保険料 

２ 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合ではない場合 

（１）事業主の国民健康保険料 

（２）事業主の国民年金保険料 

第３ 租税関係の法令遵守 

１ 法人の場合 

（１）国税（源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税） 

（２）地方税（法人住民税） 

２ 個人事業主の場合 

（１）国税（源泉所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、
贈与税） 

（２）地方税（個人住民税） 

以上のいずれについても、滞納はありません。 

なお、地方出入国在留管理局から、納付したことの証明を求められた場合には指
導に従って関係書類を提出します。 

また、以上の説明が虚偽であった場合には、入管法令に関し不正又は著しい不当
な行為をしたものとして５年間の受入れができないこととなることも理解してい
ます。 
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